
に
対
す
る
開
示
決
定
の
件
数
は
15
件

で
し
た（
令
和
8
年
3
月
末
日
現
在
）。

内
訳
は
表
2
の
通
り
で
す
。

請
求
・
相
談
窓
口

　
情
報
公
開
・
個
人
情
報
開
示
の
請

求
・
相
談
窓
口
は
、
市
役
所
1
階
の

行
政
資
料
室（
☎
20
‐
1
5
1
0（
総

務
課
））で
す
。

　
請
求
で
き
る
情
報
は
、
市
の
職
員

が
職
務
上
作
成
ま
た
は
取
得
し
た
文

書
や
写
真
な
ど
で
、
市
が
管
理
し
て

い
る
物
に
限
ら
れ
ま
す
。
市
が
保
有

す
る
情
報
で
あ
れ
ば
誰
で
も
請
求
で

き
ま
す
が
、
部
分
開
示
や
不
開
示
と

な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
な
お
、
市

が
保
有
す
る
個
人
情
報
は
自
分
に
関

す
る
情
報
の
み
請
求
で
き
ま
す
。

付
属
機
関
な
ど
の
会
議
を
公
開

　
会
議
の
透
明
性
・
公
平
性
を
確
保

す
る
た
め
、
市
の
付
属
機
関
な
ど
の

会
議
を
公
開
し
て
い
ま
す
。
会
議
の

開
催
予
定
な
ど
は
、
行
政
資
料
室
や

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

千
葉
テ
レ
ビ
デ
ー
タ

放
送（
市
町
村
情
報
）

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

行
政
資
料
室
で
各
種
資
料
を

閲
覧
で
き
ま
す

　
市
が
作
成
し
た
統
計
書
・
市
政
資

料
な
ど
を
検
索
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を

行
政
資
料
室
内
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
が
保
有
す
る
公
文
書
の
件

名
を
検
索
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
行
政
資
料
室
内
の
資
料
は
自
由
に

閲
覧
で
き
、
コ
ピ
ー（
有
料
）も
可
能

で
す
。
ま
た
、
貸
し
出
し
・
販
売
さ

れ
て
い
る
物
も
あ
り
ま
す
。

　
各
種
資
料
の
案
内
や
相
談
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
総
務
課
へ
。

情
報
公
開
制
度
と

個
人
情
報
保
護
制
度

情
報
公
開
制
度

　
令
和
7
年
度
の
公
文
書
の
開
示
請

求
に
対
す
る
開
示
決
定
の
件
数
は
1 

4�

9
件
で
し
た（
令
和
8
年
3
月
末
日

現
在
）。
内
訳
は
表
1
の
通
り
で
す
。

　
部
分
開
示
に
な
っ
た
公
文
書
は
、

個
人
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
る
も

の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
ま
た
、
開
示

請
求
内
容
に
当
て
は
ま
る
公
文
書
を

市
が
保
有
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

不
開
示
と
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
制
度

　
市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
は
、
個

人
情
報
保
護
法
で
保
護
さ
れ
ま
す
。

　
市
が
保
有
す
る
公
文
書
に
記
録
さ

れ
て
い
る
自
分
の
情
報
は
、
開
示
・

訂
正
・
利
用
停
止
を
請
求
で
き
ま
す
。

　
令
和
7
年
度
の
個
人
情
報
の
請
求

表1 �公文書の開示請求に対する開示決
定の状況（令和7年度）

実施機関 件数
決定内容

開示 部分
開示

不開
示

市長 123 34 87 2
教育委員会 10 1 9 0
農業委員会 6 0 6 0
消防長 8 2 5 1
議会 2 2 0 0
合計 149 39 107 3

表2 �保有個人情報の開示請求に対する
開示決定の状況（令和7年度）

実施機関 件数
決定内容

開示 部分
開示

不開
示

市長 12 6 5 1
農業委員会 1 0 1 0
消防長 2 2 0 0
合計 15 8 6 1

各種資料がそろう行政資料室

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
制
度

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
市
政
に
関
す
る
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
、
情
報
公
開
制
度
に

よ
り
、
請
求
に
応
じ
て
市
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
や
付
属
機
関
な
ど
の
会
議
の
公
開
を

行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
個
人
情
報
保
護
制
度
に
よ
り
、
市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
を
適
正
に

管
理
し
、
個
人
の
権
利
や
利
益
の
保
護
に
努
め
て
い
ま
す
。

公
文
書
な
ど
の
開
示
状
況

公
文
書
な
ど
の
開
示
状
況
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